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尾
下
議
員
に

 

「
議
員
資
格
な
し
」の
決
定

　
　
　
　
　
　

兼
業
禁
止
規
定
抵
触

　

２
月
19
日
に
行
わ
れ
た
臨
時
会
で
は
、
町
執
行
部
か
ら
の
議
案
以
外
に
、
３
人
の
議

員
か
ら
尾
下
康
文
議
員
に
対
す
る
資
格
決
定
要
求
書
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
こ
に
臨
時
号
を
発
行
し
、
議
員
の
資
格
に
関
す
る
今
回
の
案
件
を
報
告
し
ま
す
。
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採決の結果
（○：賛成　 ▲：反対 　欠：欠席）

※決定には、議長を含む出席議員の３分の２以上の賛成が必要になる。
議席番号 １２３４５６７８９10 11 12 13

会議名 浜
岡
仲
摩
尾
下
二
村
萩
尾
田
代
濵
田
中
野
加
藤
仲
野
織
田
萩
本
古
野

３月
定例会

尾下康文議員の資格決定について
（委員長報告：議員資格なし） ▲○ ○▲▲○○○○○○○

議案名
議員名

資
格
審
査
特
別
委
員
会

委
員
長　
　

織
田　

隆
徳

副
委
員
長　

加
藤
陽
一
郎

委
員　
　
　

濵
田　

竜
一

　
　
　
　
　

中
野　

嘉
徳

　
　
　
　
　

仲
野
新
三
郎

　
　
　
　
　

萩
本　

悦
子

資
格
審
査
特
別
委
員
会

委
員
長
報
告
（
要
旨
）

本
町
か
ら
の
請
負
額
は
85
・

77
％
と
な
り
、
該
当
す
る
。

（
最
高
裁
判
決
「
請
負
額
が

50
％
を
占
め
る
場
合
は
、
該

当
す
る
」
よ
り
）

○
「
法
人
の
取
締
役
、
執
行

役
若
し
く
は
監
査
役
」
に
は

該
当
し
な
い
理
由

　

法
人
登
記
で
は
、
平
成
26

年
11
月
15
日
に
代
表
取
締
役

辞
任
、
平
成
27
年
４
月
30
日

に
取
締
役
を
辞
任
し
て
い
る
。

○
「
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
」

に
該
当
す
る
理
由

①
同
社
に
出
資
金
を
出
し
て

い
る
。

②
保
有
し
て
い
た
株
式
を
親

族
に
譲
渡
し
て
い
る
。

③
影
響
力
と
関
与
が
大
き
い
。

【
③
の
理
由
】

・
同
族
会
社
で
あ
る
こ
と
。

　

役
員
は
、
代
表
取
締
役
が

長
男
、
取
締
役
が
妻
の
２
人

で
あ
る
。

・
代
表
取
締
役
や
取
締
役
と

し
て
受
領
し
て
い
た
額
と
同

額
で
あ
る
給
与
と
賞
与
を
受

け
て
い
る
こ
と
。

・
現
在
も
同
社
の
会
長
で
あ

る
こ
と
。

　

代
表
取
締
役
の
交
代
挨あ
い

拶さ
つ

状
で
「
会
長
」
の
肩
書
を
使

用
し
て
い
る
。

・
本
町
商
工
会
の
副
会
長
に

決
定

　

地
方
自
治
法
第
92
条
の
２

の
規
定
に
該
当
す
る
。

決
定
の
理
由

　

電
気
工
事
会
社
と
尾
下
議

員
の
関
係
が
、
地
方
自
治
法

第
92
条
の
２
の
兼
業
禁
止
規

定
に
該
当
す
る
か
否
か
、
参

考
人
の
事
情
聴
取
や
資
料
か

ら
審
査
し
た
。

○
同
社
が
「
主
と
し
て
同
一

の
行
為
を
す
る
法
人
」
に
該

当
す
る
理
由

　

平
成
26
年
度
の
売
上
高
と

比
較
す
る
と
平
成
27
年
度
の

就
任
し
て
い
る
こ
と
。

　

商
工
会
で
は
、
尾
下
議
員

が
同
社
の
会
長
職
で
あ
る
と

認
識
し
て
い
る
。

・
本
件
請
負
工
事
契
約
の
締

結
が
、
役
職
を
退
任
し
て
か

ら
間
も
な
い
こ
と
。

　

締
結
は
平
成
27
年
11
月
20

日
で
、
退
任
し
て
約
７
か
月

後
に
さ
れ
た
契
約
で
あ
る
。

・
尾
下
議
員
の
事
情
聴
取
に

お
け
る
発
言
。

　

「
指
名
が
あ
れ
ば
入
札
に

参
加
し
、
落
札
を
目
指
す
の

か
」
と
の
質
問
に
対
し
、「
入

札
は
お
そ
ら
く
す
る
だ
ろ
う
」

と
述
べ
、
経
営
に
関
す
る
実

質
的
権
限
が
あ
る
こ
と
を
自

認
し
て
い
る
。

　

総
合
的
に
検
証
す
る
と
、

議
員
当
選
後
に
法
人
登
記
や

定
款
の
改
正
を
行
い
、
表
面

上
は
影
響
力
が
な
い
こ
と
を

装
っ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
同
社
に
対
す
る

影
響
力
は
変
化
せ
ず
、
実
質

的
な
影
響
力
が
あ
る
と
し
て

「
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
」

に
該
当
す
る
と
判
断
し
た
。
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●
２
月
臨
時
会（

２
月
19
日
）

【
本
会
議
】

○
資
格
決
定
要
求
書
の
提
出

（
証
拠
書
類
を
付
け
て
）

　

▽
提
出
者

　
　

仲
摩
靖
浩
議
員

　
　

二
村
義
信
議
員

　
　

萩
本
悦
子
議
員

○
趣
旨
説
明
・
質
疑

○
被
要
求
議
員
（
尾
下
康
文

　

議
員
）
の
弁
明

○
資
格
審
査
特
別
委
員
会
の

　

設
置
・
委
員
の
指
名
・
委

　

員
会
付
託

【
資
格
審
査
特
別
委
員
会
】

○
正
副
委
員
長
の
選
出　

○
委
員
会
採
決
（
継
続
審
査
）

【
本
会
議
】

○
委
員
長
報
告

○
討
論
・
採
決
（
継
続
審
査
）

●
資
格
審
査
特
別
委
員
会

（
２
月
26
日
）

○
被
要
求
議
員
の
弁
明

○
被
要
求
議
員
へ
の
質
疑

●
資
格
審
査
特
別
委
員
会

（
３
月
３
日
）

○
参
考
人
へ
の
質
疑

　

▽
参
考
人

　
　

商
工
会
事
務
局
長

　
　

副
町
長

●
資
格
審
査
特
別
委
員
会

（
３
月
９
日
）

○
参
考
人
へ
の
質
疑

　

▽
参
考
人

　
　

行
政
経
営
課
長

　
　

学
校
教
育
課
長

●
資
格
審
査
特
別
委
員
会

（
３
月
17
日
）

○
委
員
会
採
決
（
全
員
一
致

　

議
員
資
格
な
し
）

●
３
月
定
例
会
閉
会
日

（
３
月
18
日
）

【
本
会
議
】

○
委
員
長
報
告
・
質
疑

○
被
要
求
議
員
の
弁
明

○
討
論
・
採
決
（
賛
成
多
数

　

議
員
資
格
な
し
）

○
資
格
決
定
書
の
交
付
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／
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資
格
決
定
と
は

　

地
方
自
治
法
第
92
条
の
２

の
「
兼
業
禁
止
」
の
規
定
に

該
当
す
る
か
否
か
を
議
会
が

審
議
し
、
当
該
議
員
の
資
格

の
有
無
を
決
定
す
る
こ
と
を

「
資
格
決
定
」
と
い
い
ま
す
。

　

「
資
格
決
定
」
の
要
求
書

が
提
出
さ
れ
た
と
き
は
、
委

員
会
の
付
託
を
省
略
す
る
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

「
議
員
資
格
な
し
」
の
決

定
に
は
、
出
席
議
員
の
３
分

の
２
以
上
の
賛
成
が
必
要
で
、

決
定
し
た
場
合
は
、
議
員
の

資
格
を
失
い
ま
す
。

地
方
自
治
法
第
92
条
の
２
と
は

　

「
普
通
地
方
公
共
団
体
の

議
会
の
議
員
は
、
当
該
普
通

地
方
公
共
団
体
に
対
し
請
負

を
す
る
者
及
び
そ
の
支
配
人

又
は
主
と
し
て
同
一
の
行
為

を
す
る
法
人
の
無
限
責
任
社

員
、
取
締
役
、
執
行
役
若
し

く
は
監
査
役
若
し
く
は
こ
れ

ら
に
準
ず
べ
き
者
、
支
配
人

及
び
清
算
人
た
る
こ
と
が
で

き
な
い
」
と
す
る
「
兼
業
禁

止
」
を
規
定
し
て
い
ま
す
。

議
員
の
資
格
の
決
定
を
求
め

る
た
め
、
本
町
議
会
会
議
規

則
に
基
づ
き
、
資
格
決
定
要

求
書
を
提
出
す
る
。

Ｂ
ラ
ン
ク
に
上
が
っ
た
。
そ

の
た
め
、
１
０
０
０
万
円
以

上
３
０
０
０
万
円
未
満
の
入

札
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た

た
め
で
あ
る
。

　

３
点
目
は
、
本
町
商
工
会

の
副
会
長
を
務
め
て
い
る
た

め
、
法
人
の
役
員
で
は
な
い

か
と
の
誤
解
が
生
じ
て
い
る

と
推
察
す
る
。
商
工
会
事
務

局
に
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
役

職
員
と
は
、
役
員
か
職
員
と

い
う
意
味
で
、
従
業
員
で
も

問
題
が
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。

　

こ
の
よ
う
な
誤
解
を
招
い

た
こ
と
を
今
後
十
分
に
反
省

し
、
町
民
に
負
託
を
受
け
た

議
員
と
し
て
責
任
と
期
待
の

重
さ
を
し
っ
か
り
と
受
け
止

め
、
引
き
続
き
議
員
活
動
に

邁ま
い

進し
ん

し
た
い
と
心
新
た
に
し

て
い
る
。

　

十
分
に
審
議
し
て
い
た
だ

く
よ
う
お
願
い
す
る
。

資
格
決
定
要
求
書
提
出
の
趣

旨
説
明
（
要
旨
）

　

尾
下
議
員
は
、
本
町
の
電

気
工
事
会
社
の
会
長
を
務
め

て
い
る
が
、
同
社
は
、
本
町

が
発
注
し
た
「
広
渡
小
学
校

太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
設
置

工
事
」
の
入
札
に
参
加
・
落

札
し
、
契
約
を
結
ん
で
い
る
。

契
約
金
額
は
、
２
７
９
７
万

２
０
０
０
円
と
同
社
の
前
年

度
売
上
高
の
約
81
％
に
も
達

し
て
い
る
。

　

尾
下
議
員
は
、
登
記
簿
上

で
は
取
締
役
を
辞
任
し
て
い

る
が
、
会
社
の
会
長
職
を
務

め
、
実
質
的
経
営
者
と
し
て

影
響
力
を
維
持
し
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
こ
と
は
地
方
自
治
法

第
92
条
の
２
、
議
員
の
兼
業

禁
止
の
規
定
に
抵
触
す
る
も

の
と
思
わ
れ
る
。
議
員
は
当

該
地
方
公
共
団
体
の
事
務
や

事
業
に
影
響
力
を
持
つ
も
の

で
あ
り
、
議
員
個
人
と
し
て

直
接
的
利
害
を
持
つ
こ
と
を

禁
止
さ
れ
て
い
る
。

　

よ
っ
て
、
地
方
自
治
法
第

１
２
７
条
第
１
項
に
定
め
る

資
格
決
定
要
求
書
に
対
す
る

弁
明
（
要
旨
）

　

地
方
自
治
法
第
92
条
の
２

に
規
定
す
る
議
員
の
兼
業
の

禁
止
に
つ
い
て
疑
い
が
あ
る

と
の
こ
と
で
、
弁
明
を
す
る
。

　

兼
業
の
禁
止
に
触
れ
な
い

よ
う
立
候
補
し
た
時
点
よ
り

当
選
後
も
登
記
を
含
め
細
心

の
注
意
を
払
い
、
変
更
す
べ

き
と
こ
ろ
は
速
や
か
に
変
更

し
て
い
る
。

　

誤
解
を
招
い
て
い
る
３
点

を
説
明
す
る
。

　

１
点
目
、
本
町
に
あ
る
電

気
工
事
会
社
の
会
長
で
あ
る

と
い
う
こ
と
だ
が
、
登
記
上

に
も
取
締
役
会
の
中
に
も
記

載
さ
れ
て
い
な
い
。

　

２
点
目
、
同
社
の
本
町
か

ら
の
請
負
金
額
が
、
前
期
売

上
の
50
％
を
超
え
て
い
る
問

題
で
あ
る
が
、
平
成
27
年
度

の
更
新
の
際
、
総
合
評
定
値

の
ラ
ン
ク
が
Ｃ
ラ
ン
ク
か
ら


